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序擬制信託（constructivetrust）とは何か

アメリカ法において擬制信託とは、「財産に対する権原を保有する者が、そ

れを引き続き保有することになれば不当に利得することになるであろうという

理由で、他にそれを移転すべきエクイティ上の義務を負う場合に(')」認めら

れる救済である。詐欺､錯誤､不当威圧の場合に認められ､連合王国法とは違っ

て、信認関係の存在しない場合にも認められる(2)。

広義では、擬制信託は、「不当な利得が存在する場合に、当事者の意思とは

無関係に法の働きにより、利得者を受託者とし、その利益を受くべき者を受益

者として信託を擬制する(3)」制度である。狭義では､追及可能な財産について、

（１）RestatementofRestitution，§160：「財産に対する権原を保有する者が、それを引き
続き保有することになれば不当に利得することになるであろうという理由で、他にそれを
移転すべきエクイティ上の義務を負う場合に、擬制信託が成立する」（木下毅「アメリカ
私法』215頁（1988有斐閣))。；狭義では、擬制信託とは、追及可能な財産について、原告
の損失が資する割合に応じた返還を認める救済である。例えば、原告のlOOOドルのみを用
いて、ある財産を購入したが、後にその財産の価値が2000ドルに上昇した場合には、原告
のlOOOドルが新たな物の獲得に１００パーセント寄与しているので、新たに獲得されたもの
について2000ドル全額の取り戻しが原告に認められる。また、例えば、原告のlOOOドルと
侵害者自身の2000ドルを用いて獲得した財産が6000ドルであった場合には、原告の損失が、
財産獲得について３分の１の割合で寄与しているので、財産の価額6000ドルのうち３分の
１である2000ドルについてのその財産からの取り戻しが原告に認められる。；同旨、小林
規威・ジュリスト295-2臨時増刊号「英米判例百選」217頁（1964有斐閣)。
(2)既出注（１）木下213頁。

(3)既出注（１）木下213頁。
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原告の損失が資する割合に応じた返還を認める救済である。狭義の擬制信託が

原告の損失以上の額の取り戻しを認めるのに対し､エクイテイ上のリーエンは、

追及可能な財産について、原告の損失を限度とした優先的取戻しを認めるもの

である(4)。しかし、擬制信託の用語を用いていても原告の損失を限度とした

返還しか請求していない場合も多い(5)。講学上はエクイテイ上のリーエンは、

広義の擬制信託の効果の１つであるとも解されうるが、実際には、どちらの用

語を使うかで制定法の縛りが違って来る場合があり、明確に取り戻しの範囲に

応じて使い分けられているわけではない。

擬制信託はその効果において、①一般債権者に優先した取り戻し、②第三者

への追及効が原則（；ただし善意有償取得者が例外となる)、③損失にとどま

らない取戻しと④代位物の取り戻しが認められる、といった特徴を有する(6)。

本研究は、このうち①や②の局面における優先的な取戻しの機能に着目し擬制

信託の実際を明らかにする研究の一環である。実際に優先的な取戻しが意義を

有する連邦倒産事例に関しては、既に拙著「アメリカ原状回復法における優先

的取り戻し（１）（２．完)」（北大法学論集56巻１号・２号）においてその概

観を示したところである。そこにおいては第６巡回区控訴裁判所における判例

が､本来の原則や通説とは違った解決を行っていた｡すなわち､ケンタッキー州、

オハイオ州、ミシガン州の事件において、第６巡回区控訴裁判所が、擬制信託

を認めるに際し倒産手続きに先立つ判決を要求する立場をとったのである。こ

(4)エクイテイ上の制度は、擬制信託、エクイテイ上のリーエン（equitablelien)、代位
(subrogation)、エクイティ上のアカウンティング（equitableaccounting）の形態を取る
救済であり、なかでも擬制信託を中心として発展してきた。擬制信託は狭義では、追及可
能な財産について､原告の損失が資する割合に応じた返還を認める救済である。エクイティ
上のリーエンは、追及可能な財産について、原告の損失を限度とした返還を認めるもので
ある。エクイテイ上のリーエンは、広義の擬制信託の効果の１つであるとも解され、「擬
制信託」の語が用いられていても、それによって、エクイティ上のリーエンが課されてい
る場合がある。これらに対し、代位は、保証人の求償権のための制度として使用されるも
のである。そして、エクイテイ上のアカウンテイングは、エクイテイ上、一般債権者への
優越性を持たない、通常の金銭判決を与える救済である。（既出注（１）小林217頁、同注
木下213頁、拙著「アメリカ原状回復法における優先的取り戻し（１）」北大法学論集56巻
１号277,284頁と脚注文献参照｡）

(5)拙著「アメリカ原状回復法における優先的取り戻し（２．完)」北大法学論集56巻２
号875,896-898頁（2005)。

(6)Zweigert，EinfuhrungindieRechtsvergleichung(3．neubearbeiteteAuf1.1996)，ｓ，
561．既出注（１）木下214,215-216頁。
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れは、手続きを通した実際の運用が伝統的な原理とは違った解決をもたらした

興味深いものである。

同じように、擬制信託の効果をそく趨ような形での手続き上の制限として、こ

こではカリフオルニア州（連邦控訴裁判所のエリアとしては第４巡回区(7)）

における、不動産に関する訴訟係属の公示登録を中心として検討する⑧。

１訴訟係属登録と擬制信託

訴訟係属登録財産（noticeoflispendens）とは、ある財産の権限につい

て訴訟が継続中であり、不利な判決に拘束されることがあり得ることをすべて

の人に警告する目的で公的記録に載せられる公示である。訴訟係属登録後に出

現した第三者には擬制悪意が認められることになる。本来は、不動産に関する

訴訟の申立があれば十分に、後続する購入者は悪意とみなされ、擬制悪意が成

立するとされるが、制定法により、登録がある場合にのみに制限されるように

なったとされる(9)。

つまり、訴訟係属登録が無い場合には､係争中に第三者に係争財産を譲渡でき、

第三者はその譲渡を判決債権者に対して有効に対抗できることになる。擬制信

託は善意有償取得者に対する追及効が認められないため（既述②)、訴訟係属

登録財産が擬制信託を求める訴訟に関して認められない場合には、擬制信託が

意味のないものとなってしまう可能性が生じることとなる。

２裁判例

擬制信託を求める裁判について、訴訟係属登録が認められるとするものと認

められないとしたものの、それぞれについて以下検討する。

(7)倒産事例に関する連邦法と州法の関係については、既出注（４）拙著292-294頁と脚注
文献を参照。

(8)以下、裁判例の足がかりはFlorrieYoungRoberts，ThePropertyofaLisPendents
inConstructivetrustCases，３８SetonHallLRev、２１３（2008）による。
(9)FlorrieYoungRoberts，ThePropertyofaLisPendentsinConstructivetrust
Cases，３８SetonHallLRev、２１３，２２６（2008)．
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（１）登録肯定の立場

③Coppingerv、SuperiorCourt('0)では、Ｙが不実表示により得た財産

により購入した住居上への訴訟係属登録が問題となった事案である。売主Ｙ

等（夫婦）は業者Ａが建築した住宅用建物１層分の甲を所有していた。建て

て３年経たない1980年６月の検査で居間と食堂の間の壁の亀裂にシロアリの

侵入が発見されたので穴を開けて薬品を注入した。７月に原告Ｘとの間で１５

万２千ドルで売却する合意をし第三者預託が行われ９月にＸへの引き渡しが

なされた。Ｙ等は売買代金で別の住居乙を購入した。1981年２月にＸは居間、

浴室、廊下の壁にシロアリを発見し調査するとさらに基礎部分に複数の亀裂

が走りシロアリが群居していた。Ｘは、Ａに対してネグリジェンス、黙示の

担保責任、厳格責任とニューサンスを主張し、Ｙらに対して填補賠償と懲罰

賠償を、択一的に売買の解除とＹらが新しく購入した乙への擬制信託を主張

した。Ｘによると、当該売買のブローカーＢがＹらの代理人として振る舞い、

問題は直され住居全体にシロアリの保証が１年間及ぶという表示をしたがそ

れが虚偽であったことと、真実を知っていたなら購入しなかったことが理由

である。原告が訴訟係属登録を登録したのに対して、Ｘが自己の請求が不動

産についての占有の権原や権利に影響することを証明していないとして、被

告等は登録の抹消請求を申し立てた('')。裁判所は、「擬制信託は不動産を回

復するための訴訟として判決されるので、すべての擬制信託は不動産につい

ての占有の権限や権利に影響する訴訟であって訴訟係属登録は適切である」

とした('2)。その上で、原告の利益は単なる金銭的利益の確保であるとして、

409.2条('3)により、１５万２千ドルの債務引き受けと引き替えに抹消請求を

(１０）３４Cal・App、３．８８５（1982)．
(１１）ｌ３４ＣａＬＡｐｐ、３．８８５，８８６（1982)．
(12）ｌ３４ＣａＬＡｐｐ、３．８９１（1982)．
(13）ＣａｌＣｏｄｅＣｉｖＰｒｏｃ§409.2（2008）［Sectionrepealedl992.］；重複のため削除→
現行§405.33．Undertaking：Inproceedingsunderthischapter，thecourtshall
orderthatthenoticｅｂｅｅｘｐｕｎｇｅｄｉｆｔｈｅｃｏｕｒｔｆｉｎｄｓｔｈａｔtherealpropertyclaim

hasprobablevalidity，butadequatereliefcanbesecuredtｏｔｈｅｃｌａｉｍａｎｔｂｙｔｈｅ
ｇｉｖｉｎｇｏｆａｎｕｎｄertaking・Theexpungementordershallbeconditioneduponthe

givingoftheundertakingofsuchnatureandinsuchamountaswillindemnifythe
claimantforalldamagesproximatelyresultingfromtheexpungementwhichthe

claimantmayincuriftheclaimantprevailsupontherealpropertyclaim・Ｉｎｉｔｓ

ｏｒｄｅｒconditionallyexpungingthenotice，ｔｈｅｃｏｕｒｔｓｈａｌｌｓｅｔａｒｅｔｕｒｎｄａｔｅｆｏｒ
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認めるという職務執行令状が認められた('4)。

⑤Ｏｋｕｄａｖ、SuperiorCourt('5)は、財産改良を理由とするエクイティ上

のリーエンと訴訟係属登録が問題となり訴訟係属登録が認められた事案であ

る。買主Ｘらと売主Ｙｌは1980年12月１０日に家屋の売買契約を締結し、担保

のための信託の方法により代金を30年間の月賦払いとした。1982年６月に

なって約束されたはずの有効な権原移転が行われていないことが発覚し、Ｘ

らは当該家屋を明け渡すこととなった。Ｘは契約違反、詐欺､解除と取戻し、

ネグリジェンスにより訴え、さらに善意の改良者としての救済を求めた。Ｘ

らが善意で建てたり備え付けたものはいずれも取り除くことが不可能な改良

で、テラス、垣根、カーテンロッド、造園などが含まれていた('6)。それら

の改良の費用についての支払い命令と支払いを確保するためのエクイテイ上

のリーエンを求めて訴え、当該不動産上に訴訟係属登録を行った。Ｙ等は訴

訟係属登録の抹消請求を申し立て原審では抹消が認められたためＸらは抹消

命令の取消しと申し立て却下の新たな命令を求めた('7)。

Ｙらの主張によると、本件は損害賠償を求めるものであって、（訴訟係属

登録が認められるような）不動産に関する権原や占有の権利には関係ないと

いうことである。しかし、原告らの権利や損害を判断するのにエクイテイと

コモン・ロ－を明確に区別することはできないし、請求が認められ当該不動

産について執行できるのかということと売却金の帰属が問題となるので、エ

クイテイ上のリーエンの有無や実行に関する訴訟は不動産についての権原や

占有の権利に影響する訴えであると裁判所は判断した('8)。そして、①判決

に依拠して不動産上の擬制信託を求める訴えには訴訟係属登録の資格がある

themovingpartytoshowfulfillmentofthecondition，ａｎｄｉｆｔｈｅｍｏｖｉｎｇｐａｒｔｙｆａｉｌｓ
ｔｏｓｈｏｗfulfillmentoftheconditiononthereturnday，thecourtshalldenythe

motiontoexpungewithoutfurthernoticeｏｒｈｅａｒｉｎｇＲｅｃｏｖｅｒｙｍａｙｂｅｈａｄｏｎｔｈｅ

undertakingpursuanttoSection996.440．

(14）ｌ３４ＣａＬＡｐｐ，３．８9２（1982)．

(15）ｌ４４ＣａＬＡｐｐ，３．１３５（1983)．
(16）ｌ４４ＣａＬＡｐｐ、３．１３８（1983)．

(１７）ｌ４４Ｃａｌ、ＡｐＰ３ｄｌ３５（1983)．
(18）ｌ４４Ｃａｌ、Ａｐｐ３ｄｌ４１（1983)．
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とし、擬制信託とエクイテイ上のリーエンに区別はないとした。結果として

原告等には財産改良を理由とする訴訟係属登録が認められるとして、原審の

抹消命令を取り消しＹの申立の取り消しを命令した(19)。

擬制信託の訴因ではなく詐害譲渡の取り消しを理由として訴訟係属登録

を認め、結果として擬制信託の実効性が確保される場合がある。◎Hunting

Worldv、SuperiorCourt(20)は、知的財産権の侵害を理由として連邦裁判

所への訴えが提起され、移転された不動産について詐害行為の取消し訴訟を

州の裁判所に行い訴訟係属登録が認められた事案である。Ｙ１はＸの商標を

偽造して財布、鞄、ウエストポーチなどを売っていた。1992年４月にＸはＹ

１に対して差し止め、偽造商品を廃棄するための引き渡し、金銭賠償と商標

侵害から得た利益についての擬制信託を求めて連邦訴訟を提起した(2')。翌

月にＹ１は妻のＹ２に住居の権利をすべて譲渡し、1993年１月にＸは当該譲

渡について詐害譲渡取消しの訴えを州の裁判所に提起し、訴訟係属登録を

行った。Ｙらは抹消を申し立て裁判所はこれを認めた(22)｡控訴審は､カリフォ

ルニアの裁判所は訴訟係属登録を、原告が損害賠償請求をしかつ擬制信託か

エクイテイ上のリーエンを求める訴えにおいて適切であるかどうかは分かれ

ているとした上で、不動産の詐害的譲渡の取消しを求める訴訟には明白に訴

訟係属登録が認められるとして訴訟係属登録の抹消命令を取り消した(23)。

⑥KirkebyV、SuperiorCourt事件(24)は、カリフォルニア州最高裁で◎

判決を支持し、詐害譲渡取り消し権を行使する訴訟について訴訟係属登録

を認めた判決である。ペットの認識票の製造卸をしているＡ会社について、

ＸとＹ１は製造に関する特許を共有しており、Ａの社外株式についてＸが

39％、Ｙ１は妻Ｙ２と51％を有していた。Ｘは取締役辞任後Ｙ１が不適切な

(19）

(20）

(21）

(22）

(23）

(24）

l44CaLApp、３．１４２（1983)．

２２Cal・App，４tｈ６７（1994)．

２２ＣａＬＡｐｐ４ｔｈ６９（1994)．
２２ＣａＬＡｐｐ，４tｈ７０（1994)．
２２Cal・Ａｐｐ４ｔｈ７５（1994)．
３３ＣａＬ４ｔｈ６４２（2004)．
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特許の実施許諾により自己の給与と賞与を増やし私的な費用の支払いをし不

適切な消費貸借を行い不正に会社から利益を得たと主張した｡Ｘは2001年に、

詐害譲渡を含む27の理由で訴えを提起し、確認判決と差止請求に総額490万

円の損害賠償請求を行った(25)。詐害譲渡の主張において、Ｙ１は会社の事

業のための建物に使用すると表示して５万ドルを盗用し住宅甲をＹ１とＹ２

のために購入し、その後すぐに権利をリミテッドパートナーシップに移転し

た。その１年前にはＹｌは債権者の取り立てを免れるために自己の住居乙の

権利をＹらを受託者とする信託財産に移転した上で同パートナーシップに移

転していた。ｘは甲と乙の両方の移転について詐害譲渡を主張して訴訟係属

登録を得、Ｙらは登録の抹消を申し立てた。抹消が認められ控訴裁判所も、

詐害行為の訴訟は取り立てのために行われるもので不動産の権原が問題にな

る場合ではないとし申立を維持した(26)。最高裁は破棄。詐害譲渡が認めら

れたなら特定の不動産上の権原に影響を与えるので訴訟係属登録が認められ

るとして、金銭債権の充足が目的かどうかは無関係であるとした(27)。

(25）

(26）

(27）
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